
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の記憶部に電話帳を格納する携帯端末と、前記携帯端末を無線でつなぐ通信事業者交
換機とを用いた携帯電話の電話帳情報のデータバックアップ方法であって、
前記通信事業者交換機に第２の記憶部を有するデータセンターを接続し、
前記携帯端末が、 第１の記憶部か
ら前記電話帳を読み出し、
読み出した電話帳をＣＳＶフォーマットデータ（カンマ区切りのあるフォーマットデータ
）に変換し、
変換した前記ＣＳＶフォーマットデータを前記データセンターに送信し、
前記データセンターが、前記通信事業者交換機を介して受信したＣＳＶフォーマットデー
タを前記第２の記憶部に格納することを特徴とする携帯電話の電話帳情報のデータバック
アップ方法。
【請求項２】
前記携帯端末が、前記ＣＳＶフォーマットデータに第１のパスワードを含ませ、
前記データセンターが、前記通信事業者交換機を介して前記ＣＳＶフォーマットデータを
受信した場合に受信した前記第１のパスワードとあらかじめ設定されている第２のパスワ
ードとを比較すると共に、前記ＣＳＶフォーマットデータのデータの正当性チェックを行
い、
異常がない場合には受信した前記ＣＳＶフォーマットデータを前記第２の記憶部に格納し
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、
異常がある場合には受信した前記ＣＳＶフォーマットデータを廃棄することを特徴とする
請求項１記載の携帯電話の電話帳情報のデータバックアップ方法。
【請求項３】
第１の記憶部に電話帳を格納する携帯端末と、前記携帯端末を無線でつなぐ通信事業者交
換機と、前記通信事業者交換機とインターネットで接続し第２の記憶部を有するパソコン
とを用いた携帯電話の電話帳情報のデータバックアップ方法であって、
前記携帯端末が、 第１の記
憶部から前記電話帳を読み出し、
読み出した電話帳をＣＳＶフォーマットデータ（カンマ区切りあるフォーマットデータ）
に変換し、
変換した前記ＣＳＶフォーマットデータを電子メールに乗せて前記パソコン宛に送信し、
前記パソコンが、前記電子メールを受信した場合に前記電子メールの乗っているＣＳＶフ
ォーマットデータを前記第２の記憶部に格納することを特徴とする携帯電話の電話帳情報
のデータバックアップ方法。
【請求項４】
前記通信事業者交換機に第３の記憶部を有するデータセンターを接続し、
前記パソコンが、前記第２の記憶部に格納しているＣＳＶフォーマットを前記携帯端末の
バックアップ用メールアドレス宛に電子メールに乗せて送信し、
前記通信事業者交換機が、前記携帯端末のバックアップ用メールアドレス宛の前記電子メ
ールを受信した場合に前記データセンターに前記電子メールを送信し、前記データセンタ
ーが、前記通信事業者交換機を介して受信した電子メールに乗っている前記ＣＳＶフォー
マットデータを前記第３の記憶部に格納することを特徴とする請求項３記載の携帯電話の
電話帳情報のデータバックアップ方法。
【請求項５】
前記パソコンが、前記ＣＳＶフォーマットデータに第１のパスワードを含ませ、
前記データセンターが、前記通信事業者交換機を介して前記ＣＳＶフォーマットデータを
受信した場合に受信した前記第１のパスワードとあらかじめ設定されている第２のパスワ
ードとを比較し、
一致した場合は受信した前記ＣＳＶフォーマットデータを前記第３の記憶部に格納し、
一致しない場合は受信した前記ＣＳＶフォーマットデータを廃棄することを特徴とする請
求項４記載の携帯電話の電話帳情報のデータバックアップ方法。
【請求項６】
前記データセンターが、受信した前記ＣＳＶフォーマットデータを前記第３の記憶部に格
納すると前記ＣＳＶフォーマットデータを格納したことを前記携帯端末に通知することを
特徴とする請求項５記載の携帯電話の電話帳情報のデータバックアップ方法。
【請求項７】
電話帳を格納した第１の記憶部と表示部とを有する携帯端末と、前記携帯端末を無線でつ
なぐ通信事業者交換機とを備えた携帯電話の電話帳情報のデータバックアップ方式におい
て、
前記通信事業者交換機に接続し第２の記憶部を有するデータセンターを備え、
前記携帯端末の前記表示部に表示される特定の項目が選択されると、前記第１の記憶部に
格納された電話帳がＣＳＶフォーマットに変換されたＣＳＶフォーマットデータで前記デ
ータセンターの第２の記憶部に格納する格納手段を有することを特徴とする携帯電話の電
話帳情報のデータバックアップ方式。
【請求項８】
電話帳を格納した第１の記憶部と表示部とを有する携帯端末と、前記携帯端末を無線でつ
なぐ通信事業者交換機と、前記通信事業者交換機とインターネットで接続し第２の記憶部
を有するパソコンとを備えた携帯電話の電話帳情報のデータバックアップ方式において、
前記携帯端末は、前記携帯端末の前記表示部に表示される第１の特定の項目が選択される
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と、前記第１の記憶部に格納された電話帳

第２の記憶部に格納する第１の格納手段を有することを特徴とす
る携帯電話の電話帳情報のデータバックアップ方式。
【請求項９】
前記ＣＳＶフォーマットデータには前記携帯端末から入力されたパスワードが含まれその
ＣＳＶフォーマットデータが前記第２の記憶部に格納される前に前記パスワードの正当性
および電話帳のデータの正当性のチェックを行うチェック手段を有することを特徴とする
請求項７記載の携帯電話の電話帳情報のデータバックアップ方式。
【請求項１０】
前記携帯端末の前記表示部に表示される第２の特定の項目が選択されると、前記データセ
ンターの第２の記憶部に格納された前記ＣＳＶフォーマットデータが元の電話帳のフォー
マットに逆変換された形で前記携帯端末の前記第１の記憶部に格納する第２の格納手段を
有することを特徴とする請求項 または９記載の携帯電話の電話帳情報のデータバックア
ップ方式。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯電話の電話帳情報のデータバックアップ方式および方法に関し、特に、電
子メールによる携帯電話の電話帳情報のデータバックアップ方式および方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の携帯電話の電話帳情報のデータバックアップの方法は、例えば、専用のケ
ーブルを使用して、パソコンに接続し、電話帳のバックアップを行う専用のアプリケーシ
ョンソフトウェアを利用することで行っている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来技術は、上記のようなパソコンにしても専用の接続ケーブルと専用ア
プリケーションソフトウェアを必要としているため、携帯電話およびＰＨＳの電話帳情報
の登録件数容量の増加にもかかわらず、そのバックアップの容易さに欠けているという問
題点がある。
【０００４】
本発明の目的は、上記問題点を鑑み、ユーザに、専用の接続ケーブルを使用させることな
く、かつ、専用のアプリケーションソフトウェアを使用させることなく、携帯電話（また
はＰＨＳ）にある電話帳のバックアップをとることにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、本発明の第１の携帯電話の電話帳情報のデータバックアッ
プ方法は、第１の記憶部に電話帳を格納する携帯端末と、前記携帯端末を無線でつなぐ通
信事業者交換機とを用いた携帯電話の電話帳情報のデータバックアップ方法であって、前
記通信事業者交換機に第２の記憶部を有するデータセンターを接続し、前記携帯端末が、

第１の記憶部から前記電話帳を読
み出し、読み出した電話帳をＣＳＶフォーマットデータ（カンマ区切りのあるフォーマッ
トデータ）に変換し、変換した前記ＣＳＶフォーマットデータを前記データセンターに送
信し、前記データセンターが、前記通信事業者交換機を介して受信したＣＳＶフォーマッ
トデータを前記第２の記憶部に格納することを特徴としている。
【０００６】
更に、第１の携帯電話の電話帳情報のデータバックアップ方法において、前記携帯端末が
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、前記ＣＳＶフォーマットデータに第１のパスワードを含ませ、前記データセンターが、
前記通信事業者交換機を介して前記ＣＳＶフォーマットデータを受信した場合に受信した
前記第１のパスワードとあらかじめ設定されている第２のパスワードとを比較すると共に
、前記ＣＳＶフォーマットデータのデータの正当性チェックを行い、異常がない場合には
受信した前記ＣＳＶフォーマットデータを前記第２の記憶部に格納し、異常がある場合に
は受信した前記ＣＳＶフォーマットデータを廃棄することを特徴としている。
【０００７】
また、本発明の第２の携帯電話の電話帳情報のデータバックアップ方法は、第１の記憶部
に電話帳を格納する携帯端末と、前記携帯端末を無線でつなぐ通信事業者交換機と、前記
通信事業者交換機とインターネットで接続し第２の記憶部を有するパソコンとを用いた携
帯電話の電話帳情報のデータバックアップ方法であって、前記携帯端末が、

第１の記憶部から前記電話帳を読み出し
、読み出した電話帳をＣＳＶフォーマットデータ（カンマ区切りあるフォーマットデータ
）に変換し、変換した前記ＣＳＶフォーマットデータを電子メールに乗せて前記パソコン
宛に送信し、前記パソコンが、前記電子メールを受信した場合に前記電子メールの乗って
いるＣＳＶフォーマットデータを前記第２の記憶部に格納することを特徴としている。
【０００８】
更に、第２の携帯電話の電話帳情報のデータバックアップ方法において、前記通信事業者
交換機に第３の記憶部を有するデータセンターを接続し、前記パソコンが、前記第２の記
憶部に格納しているＣＳＶフォーマットを前記携帯端末のバックアップ用メールアドレス
宛に電子メールに乗せて送信し、前記通信事業者交換機が、前記携帯端末のバックアップ
用メールアドレス宛の前記電子メールを受信した場合に前記データセンターに前記電子メ
ールを送信し、前記データセンターが、前記通信事業者交換機を介して受信した電子メー
ルに乗っている前記ＣＳＶフォーマットデータを前記第３の記憶部に格納することを特徴
としている。
【０００９】
更に、第２の携帯電話の電話帳情報のデータバックアップ方法において、前記パソコンが
、前記ＣＳＶフォーマットデータに第１のパスワードを含ませ、前記データセンターが、
前記通信事業者交換機を介して前記ＣＳＶフォーマットデータを受信した場合に受信した
前記第１のパスワードとあらかじめ設定されている第２のパスワードとを比較し、一致し
た場合は受信した前記ＣＳＶフォーマットデータを前記第３の記憶部に格納し、一致しな
い場合は受信した前記ＣＳＶフォーマットデータを廃棄することを特徴としている。
【００１０】
更に、第２の携帯電話の電話帳情報のデータバックアップ方法において、前記データセン
ターが、受信した前記ＣＳＶフォーマットデータを前記第３の記憶部に格納すると前記Ｃ
ＳＶフォーマットデータを格納したことを前記携帯端末に通知することを特徴としている
。
【００１１】
本発明の第１の携帯電話の電話帳情報のデータバックアップ方式は、電話帳を格納した第
１の記憶部と表示部とを有する携帯端末と、前記携帯端末を無線でつなぐ通信事業者交換
機とを備えた携帯電話の電話帳情報のデータバックアップ方式において、前記通信事業者
交換機に接続し第２の記憶部を有するデータセンターを備え、前記携帯端末の前記表示部
に表示される特定の項目が選択されると、前記第１の記憶部に格納された電話帳がＣＳＶ
フォーマットに変換されたＣＳＶフォーマットデータで前記データセンターの第２の記憶
部に格納する格納手段を有することを特徴としている。
【００１２】
また、本発明の第２の携帯電話の電話帳情報のデータバックアップ方式は、電話帳を格納
した第１の記憶部と表示部とを有する携帯端末と、前記携帯端末を無線でつなぐ通信事業
者交換機と、前記通信事業者交換機とインターネットで接続し第２の記憶部を有するパソ
コンとを備えた携帯電話の電話帳情報のデータバックアップ方式において、前記携帯端末
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パネルから前
記パソコンへの前記電話帳の転送指示があると、



は、前記携帯端末の前記表示部に表示される第１の特定の項目が選択されると、前記第１
の記憶部に格納された電話帳

第２の記憶部に格納する第１の格納手段を有するこ
とを特徴としている。
【００１３】
更に、第２の携帯電話の電話帳情報のデータバックアップ方式において、前記ＣＳＶフォ
ーマットデータには前記携帯端末から入力されたパスワードが含まれそのＣＳＶフォーマ
ットデータが前記第２の記憶部に格納される前に前記パスワードの正当性および電話帳の
データの正当性のチェックを行うチェック手段を有することを特徴としている。
【００１４】
更に、第 携帯電話の電話帳情報のデータバックアップ方式において、前記携帯端末の
前記表示部に表示される第２の特定の項目が選択されると、前記データセンターの第２の
記憶部に格納された前記ＣＳＶフォーマットデータが元の電話帳のフォーマットに逆変換
された形で前記携帯端末の前記第１の記憶部に格納する第２の格納手段を有することを特
徴としている。
【００１５】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
図１において、本発明の実施の形態例を示す全体のシステムブロック図であって、このシ
ステムブロック図は、電話帳を保存する携帯端末１と、インターネット１００と、携帯端
末１との無線通信を行いかつインターネット１００でのやり取りの動作を行う通信事業者
交換機２と、携帯端末１の電話帳のバックアップの保存を行うデータセンター３と、イン
ターネット１００に接続されたパソコン５とから構成されている。
【００１６】
インターネット１００は、インターネットのサービスを行うプロバイダ４と、通信事業者
交換機２とプロバイダ４とを接続するネットワーク７と、プロバイダ４とパソコン５とを
接続する通信網６とから構成される。
【００１７】
図２を参照すると、図１の携帯端末１の詳細ブロック図であって、その携帯端末１は、図
示していないプロセッサでのプログラム制御による動作を行う制御部１１と、キー操作の
できるパネル部１２と、データを表示する表示部１３と、通信事業者交換機２との通信を
行う送受信部１４と、記憶部１５と、通話を行うときの音声の入出力を行う音声入出力部
１６とから構成される。なお、パネル部１２には、一般に携帯電話で使用されるキー［フ
ァンクションキー（またはメニューキー）も含む］が付いている。
【００１８】
記憶部１５は、電話帳を格納する電話帳エリアと、通信事業者交換機２の電話番号および
携帯電話番号に対応するメールアドレスを格納したセンター宛情報エリアとを含む。電話
帳エリアおよびセンター宛情報宛エリアは、携帯端末１の電子メール送信時に使用され、
パネル部１２から設定できるようになっている。なお、記憶部１５は、保存性が望まれる
ので、電源を落としても内容の消えない読み書きのできる不揮発性のメモリ（例えば、フ
ラッシュメモリ等）が望ましい。
【００１９】
図３を参照すると、図１のデータセンター３の詳細ブロック図であって、そのデータセン
ター３は、図示していないプロセッサでのプログラム制御による動作を行う制御部３１と
、通信事業者交換機２との通信を行う送受信部３２と、携帯端末１の電話帳のバックアッ
プを保存する記憶部３３とから構成される。
【００２０】
図４を参照すると、図１のパソコン５の詳細ブロック図であって、そのパソコン５は、図
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をＣＳＶフォーマットデータに変換しその変換したＣＳＶフ
ォーマットデータを添付ファイルとして電子メールに乗せて前記パソコンに送信する送信
手段を有し、前記パソコンは、前記電子メールを受信した場合に前記電子メールに乗って
いるＣＳＶフォーマットデータを前記

１の



示していないプロセッサでのプログラム制御による動作を行う制御部５１と、キー操作の
できるキーボード部５２と、データを表示する表示部５３と、プロバイダ４との通信を行
う送受信部５４と、携帯端末１の電話帳を格納する記憶部５５とから構成される。
【００２１】
携帯端末１は、電話帳の情報のバックアップを取るために、通信事業者交換機２を経由し
て、電話帳の情報をデータセンター３３に送信し保存できる機能を持つ。また、携帯端末
１は、バックアップまたは編集のため、プロバイダ４を経由して個人のパソコン５に電話
帳を電子メールの添付情報として送信する機能を持つ。
【００２２】
データセンター３の記憶部３３には、電話帳のバックアップを保存するために、各携帯端
末１のバックアップ用メールアドレス毎に割付けされた電話帳エリアを持っている。更に
、記憶部３３は、パスワードテーブルを持っており、そのパスワードテーブルは、各携帯
端末のバックアップ用メールアドレス毎に対応したパスワードをあらかじめ格納している
。なお、記憶部３３は、大容量でかつ保存性が望まれるので、電源を落としても内容の消
えない読み書きのできる不揮発性の記録媒体（例えば、磁気ディスク、光ディスク等）が
望ましい。
【００２３】
図５参照すると、携帯端末１からデータセンター３への送信時の電子メールに添付される
添付ファイル（添付情報）の構成を示している。この添付ファイルの内容は、標準的なＣ
ＳＶフォーマットで構成され、第３者からのデータ破壊を防止するため、データの最初に
パスワードを付けたＰＡＳＳＷＯＲＤエリアと、電話帳のデータである人の名前を示すＮ
ＡＭＥエリアと、読み仮名を示す読みエリアと、電話番号を示す電話番号エリアとを含む
。
【００２４】
図６を参照すると、携帯端末１からパソコン５への送信時の電子メールに添付される添付
ファイルの構成を示している。この添付ファイルは、電話帳のデータである人の名前を示
すＮＡＭＥエリアと、読み仮名を示す読みエリアと、電話番号を示す電話番号エリアとを
含む。すなわち、図５と比較すると、図６は、ＰＡＳＳＷＯＲＤエリアがない。
【００２５】
次に、図１～図８を参照して、本発明の実施の形態の動作について説明する。今、携帯端
末１は、通信事業者交換機２の通信事業者と電話帳のバックアップのサービスを受ける契
約をしている。この携帯端末１からデータセンター３に電話帳のバックアップデータを保
存するために電話帳を送信するとする。
【００２６】
携帯端末１の使用者がパネルからファンクションキー（またはメニューキー）を押すと携
帯端末１の制御部１１に割り込みが発生する。すると、制御部１１は、表示部１３にメニ
ュー画面を表示し、そのメニュー画面に従って、該当する項目を選ぶというユーザインタ
フェースを使ったパネル操作の処理を行う（図７のステップＳ１）。この場合、画面に表
示される項目は、例えば、「電話帳のバックアップ」になっている。ユーザがこの項目を
選択すると、制御部１１は、データセンター３宛のバックアップ指示であると判断するこ
とになる。
【００２７】
更に、制御部１１は、最終的に入力された電話帳のバックアップ指示（「電話帳のバック
アップ」の項目の選択）により、記憶部１５の電話帳エリアから電話帳を読み出し、図６
のＣＳＶフォーマットに従ったデータを作成（変換）する。制御部１１は、データセンタ
ー３宛のため、パスワードを入力するようにパネル部１３に表示される。パスワードがパ
ネル部１２から入力されると、図６のＣＳＶフォーマットデータにパスワードを付加（図
５のＣＳＶフォーマットデータになる）する（ステップＳ２～Ｓ５）。
【００２８】
更に、制御部１１は、記憶部１５のセンター宛情報エリアに格納されている通信事業者交
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換機５の電話番号に基づいて、通信事業者交換機２に対して発呼を行う（電話をかける）
。これにより、携帯端末１と通信事業者交換機との間に通信パスが設定されると、制御部
１１は、データセンター３宛（自分の携帯端末１のバックアップ用メールアドレス宛にす
る）に電子メールの形式にして送受信部１４経由で送信する（ステップＳ６）。この場合
、図５のＣＳＶフォーマットデータは、１つの電子メールの添付ファイルとして取り扱う
。
【００２９】
すると、電子メールを受信した通信事業者交換機２は、メールアドレスの宛先であるドメ
イン名からデータセンター宛であることを判断し、データセンター３に電子メールを電話
帳のバックアップとして保存するように受信した電子メールを送信する。
【００３０】
すると、データセンター３の送受信部３２が電子メール（データ保存を示すコマンド付き
）を受信する（送受信部３２内のバッファに入る）と、制御部３１に割り込みがかかる。
制御部３１は、割り込みにより割り込み要因を解析する（図８のステップＳ２１）。
更に、制御部３１は、データ保存であると認識すると、電子メールの添付ファイルの内容
を読み出し、読み出したパスワードが記憶部３３のパスワードテーブルから送信先のメー
ルアドレスに対応したパスワードと一致しているかを照合する。更に、制御部３１は、添
付ファイルの内容を読み出し、名前の文字数のチェック、電話番号に数字以外の文字が入
っていないか、および電話番号の桁数のチェックをそれぞれ行う（ステップＳ２２，Ｓ２
３）。なお、第３者からの無効情報によりデータが破壊されないように、記憶部３３には
バックアップデータ受信時に、サービス契約時に定められたバックアップ用メールアドレ
ス対応のパスワードが格納されている。
【００３１】
パスワードおよびファイルの正常性のチェックが正常であると、制御部３１は、電子メー
ルに付加された送信先のメールアドレスを基に、記憶部３３の送信元の携帯端末のバック
アップ用メールアドレス毎に割り付けられた電話帳エリアに、図６のＣＳＶフォーマット
データを保存する。この場合、電話帳エリアは、後で送られてきたＣＳＶフォーマットデ
ータにより上書きされる（ステップＳ２４，Ｓ２５）。
更に、制御部３１は、電話帳のバックアップの要求が契約している携帯端末１からの要求
かどうかを受信した電子メールから確認し、携帯端末１からの要求であるため、終了する
（ステップＳ２６）。
【００３２】
ステップＳ２３の処理で異常であると、制御部３１は、受信データを破棄し、発信者にそ
の旨を通知する返信用の電子メール（パスワード照合不一致、ファイル正常性の異常を示
すコメントを乗せる）を返送する（ステップＳ２４，Ｓ２８）。
【００３３】
通信事業者交換機２は、異常終了を示す返信用の電子メールを受信すると、通信パスの張
られている携帯端末１に電子メールを送信する。
【００３４】
すると、携帯端末１の制御部１１は、送受信部１４を介して返信用の電子メールを受信す
ると、異常終了報告を表示部１３に表示し終了する。
【００３５】
携帯端末１と通信事業者交換機２と間の電子メールのやり取りが終了すると、携帯端末１
と通信事業者交換機２との通信パスが解除される。
【００３６】
以上説明したように、通信事業者側のサービスとなる、携帯端末からデータセンター３に
電話帳（ＣＳＶフォーマット）を格納するようにしているため、エンドユーザにパソコン
を保有しなくても電話帳のバックアップができる。
【００３７】
次に、携帯端末１からパソコン５に電話帳のバックアップデータを保存または編集するた
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めに電話帳を送信するとする。
【００３８】
携帯端末１の使用者がパネルからファンクションキーを押すと携帯端末１の制御部１１に
割り込みが発生する。すると、制御部１１は、表示部１３にメニュー画面を表示し、その
メニュー画面に従って、該当する項目を選ぶというユーザインタフェースを使ったパネル
操作の処理を行う（図７のステップＳ１）。この場合、画面に表示される項目は、例えば
、「電話帳の転送」になっている。ユーザがこの項目を選択すると、制御部１１は、ある
装置への電話帳の転送（電子メール）であると判断することになる。
【００３９】
更に、制御部１１は、最終的に入力された電話帳の転送指示（「電話帳の転送」の項目の
選択）により、記憶部１５から電話帳を読み出し、図６のＣＳＶフォーマットに従ったデ
ータを作成（変換）する。制御部１１は、ある装置宛のため、宛先のメールアドレスを入
力するようにパネル部１３に表示される。宛先であるパソコン５のメールアドレスがパネ
ル部１２から入力されると、制御部１１は、記憶部１５のセンター宛情報エリアに格納さ
れている通信事業者交換機５の電話番号に基づいて、通信事業者交換機２に対して発呼を
行う。これにより携帯端末１と通信事業者交換機との間に通信パスが設定されると、制御
部１１は、パソコン５宛（宛先のメールアドレス）に電子メールの形式にして送受信部１
４経由で送信する（ステップＳ７）。この場合、図６のＣＳＶフォーマットデータは、１
つの電子メールの添付ファイルとして取り扱う。
更に、制御部１１は、ＣＳＶフォーマットデータをパソコン５宛に送ったことにより、終
了報告を表示部１３に表示し終了する（ステップＳ８）。このとき携帯端末１と通信事業
者交換機２との通信パスが解除される。
【００４０】
すると、電子メールを受信した通信事業者交換機２は、メールアドレスの宛先であるドメ
イン名からインターネット経由の電子メールであることを判断し、更に、ドメイン名（こ
のときプロバイダ４のＬＡＮの物理アドレスを抽出）からプロバイダ４の配下の装置宛で
あることを判断し、ネットワーク７に、受信した電子メールを送信する。
すると、プロバイダ４は、電子メールを受信すると、宛先のメールアドレスからパソコン
５宛であることを判断し、プロバイダ４で管理しているパソコン５のユーザのメールボッ
クスに確保する。
【００４１】
一方、パソコン５を使用している保有者が、電子メール用のアプリケーションソフトを起
動し、プロバイダ４の自分のメールボックスにある電子メールの受信処理を行う。すると
、パソコン５の制御部５１は、プロバイダ４にある自分のメールボックスに入っている電
子メールを通信網６経由で受信する。パソコン５の送受信部５４を介して電子メールを受
信した制御部５１は、保有者の操作により、ファイルであるＣＳＶフォーマットデータを
記憶部５５に保存する。
【００４２】
従って、パソコン５で入手した電話帳のデータは、汎用的なＣＳＶフォーマットデータで
あるため、パソコン５上で起動された市販されている表計算のアプリケーションソフト（
例えば、マイクロソフト社のＥｘｃｅｌ）は、ＣＳＶフォーマットを認識することができ
る。更に、パソコン５の保有者は、表計算のアプリケーションを利用することにより編集
することができ、編集が終わると、ＣＳＶフォーマットに変換して元の記憶部５５に格納
することができる。このとき、パソコン５は、携帯端末１の電話帳のバックアップを取る
ことにもなる。また、パソコンの保有者はインターネット経由で電話帳を電子メールで送
るようにしているため、専用のケーブルおよび専用の転送ソフトを用いなくともデータの
取り込みが可能となる。
【００４３】
次にパソコン５で編集または保存した電話帳を携帯端末１に戻す場合には、先ず、記憶部
５５に格納しているファイルを読み出し、ＣＳＶフォーマットデータにパスワードを追加

10

20

30

40

50

(8) JP 3616542 B2 2005.2.2



する。この場合、パソコン５上での電話帳の編集を行うときに、パスワードを追加しても
良い。
【００４４】
その後、パソコン５の保有者が、図６のＣＳＶフォーマットデータを１つのファイルとし
て、携帯端末１のバックアップ用メールアドレス宛に電子メールで送信する。
【００４５】
すると、電子メールを通信網６経由で受信したプロバイダ４は、メールアドレスの宛先で
あるドメイン名からインターネット経由の電子メールであることを判断し、更に、ドメイ
ン名（このとき通信事業者交換機２のＬＡＮの物理アドレスを抽出）から通信事業者交換
機２配下の装置宛であることを判断し、インターネット７に、受信した電子メールを送信
する。
【００４６】
インターネット７経由で受信した通信事業者交換機２は、メールアドレスの宛先であるド
メイン名からデータセンター宛であることを判断し、データセンター３に、受信した電子
メールを送信する。
【００４７】
更に、データセンター３の送受信部３２が電子メールを受信する（送受信部３２内のバッ
ファに入る）と、制御部３１に割り込みがかかる。制御部３１は、割り込みにより割り込
み要因を解析する（図８のステップＳ２１）。
すると、制御部３１は、データ保存であると認識すると、電子メールに乗っている添付フ
ァイルの内容を読み出し、その内容に付加されているパスワードが記憶部３３のパスワー
ドテーブルから送信先のメールアドレスに対応したパスワードと一致しているかを照合す
る。更に、制御部３１は、添付ファイルの内容を読み出し、名前の文字数のチェック、電
話番号に数字以外の文字が入っていないか、電話番号の桁数のチェックをそれぞれ行う（
ステップＳ２２，Ｓ２３）。なお、第３者からの無効情報によりデータ破壊されないよう
に、記憶部３３にはバックアップデータ受信時に、サービス契約時に定められたバックア
ップ用メールアドレス対応のパスワードが格納されている。
【００４８】
パスワードおよび添付ファイルのデータの正常性のチェックが正常であると、制御部３１
は、電子メールに付加された送信先のメールアドレスを基に、記憶部３３の送信元の携帯
端末のバックアップ用メールアドレス毎に割り付けられたエリアに、図６のＣＳＶフォー
マットデータを保存する。この場合、電話帳エリアは、後で送られてきたＣＳＶフォーマ
ットデータにより上書きされる（ステップＳ２４，Ｓ２５）。
更に、制御部３１は、電話帳のバックアップの要求が契約している携帯端末１からの要求
かどうかを受信した電子メールから確認し、携帯端末１からの要求でないため、携帯端末
宛に「データセンターで保存している電話帳の内容が更新された」ことを示す更新通知の
電子メールが送信される（ステップＳ２６，Ｓ２７）。
【００４９】
すると、データセンター３から更新通知の電子メールを受信した通信事業者交換機２は、
携帯端末１宛に発呼することにより携帯端末１との間の通信パスを張り、携帯端末１に更
新通知用の電子メールを送信する。
【００５０】
すると、携帯端末１の制御部１１は、送受信部１４を介して更新通知用の電子メールを受
信すると、「データセンターで保存している電話帳の内容が更新された」ことを示すメッ
セージを表示部１３に表示し終了する。終了すると、通信事業者交換機２と携帯端末１と
間の通信パスが解除される。
【００５１】
ステップＳ２３の処理で異常であれば、制御部３１は、受信データを破棄し、発信者にそ
の旨を通知する返信用の電子メール（例えば、パスワード照合不一致、ファイル正常性の
異常を示すコメントを乗せる）を返送する（ステップＳ２４，Ｓ２８）。
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【００５２】
通信事業者交換機２は、返信用の電子メールを受信すると、送信先のメールアドレスを基
に、プロバイダ４配下の装置への電子メールであると判断し、インターネット７に電子メ
ールを送信する。
【００５３】
インターネット７経由で受信したプロバイダ４は、パソコン５宛のメールボックスに保存
する。このとき、パソコン５の保有者は、自分のメールボックスにある返信の電子メール
を読み出すことにより、送信した電話帳の電子メールが正常に届いたのかどうかを判断す
ることができる。異常であれば、その原因も確認できる。
【００５４】
また、以上説明したように、データセンター３でパスワードのチェックおよび携帯電話の
データの正常性のチェックを行っているため、電話帳のデータの破壊を防ぐことができる
。
【００５５】
次に、携帯端末１の保有者は、携帯端末１の電話帳の復旧を行うとする。
携帯端末１の保有者がパネルからファンクションキーを押すと携帯端末１の制御部１１に
割り込みが発生する。すると、制御部１１は、表示部１３にメニュー画面を表示し、その
メニュー画面に従って、該当する項目を選ぶというユーザインタフェースを使ったパネル
操作の処理を行う（図７のステップＳ１）。この場合、画面に表示される項目は、例えば
、「電話帳の復旧」になっている。ユーザがこの項目を選択すると、制御部１１は、デー
タセンタ３からのバックアップデータを受信することであると判断することになる。
【００５６】
更に、制御部１１は、記憶部１５のセンター宛情報エリアに格納されている通信事業者交
換機２の電話番号に基づいて、通信事業者交換機２に対して発呼を行う。これにより、携
帯端末１と通信事業者交換機との間に通信パスが設定されると、制御部１１は、電話帳の
復旧依頼のコマンドを送信する（ステップＳ１１）。
【００５７】
すると、通信事業者交換機２は、電話帳の復旧依頼のコマンドを認識し、データセンタ３
に電話帳の読み出しの指示を行う。
すると、データセンター３の送受信部３２が電話帳復旧依頼のコマンドを受信すると、制
御部３１に割り込みがかかる。制御部３１は、割り込みにより割り込み要因を解析する（
図８のステップＳ２１）。
【００５８】
更に、制御部３１は、電話帳の復旧であると認識すると、コマンドに付加されているメー
ルアドレスをキーとして、記憶部３３のメールボックスからＣＳＶフォーマットデータを
読み出し、送受信部３２を介して、読み出したＣＳＶフォーマットデータを通信事業者交
換機２に送信する（ステップＳ２２，Ｓ２８，Ｓ２９）。
【００５９】
事業者交換機２は、受信したＣＳＶフォーマットデータを通信パスの張られている携帯端
末１宛に送信する。
すると、携帯端末１の送受信部１４は、送受信部１４内のバッファにＣＳＶフォーマット
データが入ると制御部１１に通知する。制御部１１は、受信したＣＳＶフォーマットデー
タを送受信部１４内のバッファから読み出し、携帯端末１で使用している電話帳のフォー
マットに戻す（逆変換する）。更に、制御部１１は、逆変換した電話帳を記憶部１５の電
話帳情報のエリアに上書きを行い、終了したことを表示部１３に表示して終了する（図７
のステップＳ１２，Ｓ１３）。終了すると、携帯端末１と通信事業者交換機２との通信パ
スが解除される。
【００６０】
以上説明したように、電話帳のバックアップのデータをデータセンター３に置くようにし
ているため、通信サービス地域のどこからでも即座に復旧が可能となる。
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【００６１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明は、通信事業者側の電話帳でのＣＳＶフォーマットデータの
サービスを行っているため、エンドユーザーにパソコンを保有しなくともバックアップを
行うことができるという効果がある。
【００６２】
また、本発明は、汎用的なＣＳＶフォーマットに置き替えたデータを電子メールに載せて
転送するようにしているため、パソコンの保有者は専用のケーブルおよび専用の転送ソフ
トを用いなくともパソコンにデータの取り込みができるという効果がある。
【００６３】
また、本発明は、汎用的なＣＳＶフォーマットに置き替えたデータを電子メールに載せて
転送するようにしているため、編集専用のアプリケーションソフトウェアを使用すること
なく、市販されているアプリケーションソフトウェアを利用することにより容易に電話帳
のデータの編集ができるという効果がある。
【００６４】
また、本発明は、電話帳のバックアップのデータを事業者側に置くようにしているため、
パソコンがなくとも、通信サービス地域のどこからでも即座にデータの復旧ができるとい
う効果がある。
【００６５】
また、本発明は、データセンターでパスワードチェックおよび電話帳のデータのフォーマ
ットの正常性チェックを行っているため、電話帳のデータの破壊を防ぐという効果がある
。
【００６６】
また、本発明は、汎用的なＣＳＶフォーマットを利用して電話帳のバックアップを取るよ
うにしているため、本発明のサービスを行う事業者間であれば携帯端末の機種変更しても
、電話帳情報を継続できるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態におけるシステムブロック図である。
【図２】図１の携帯端末の詳細ブロック図である。
【図３】図１のデータセンターの詳細ブロック図である。
【図４】図１のパソコンの詳細ブロック図である。
【図５】電話帳をパスワード付きのＣＳＶ形式のフォーマットに変換したＣＳＶフォーマ
ットデータである。
【図６】電話帳をＣＳＶ形式のフォーマットに変換したＣＳＶフォーマットデータである
。
【図７】図１の携帯端末のパネルからの割り込みによる動作を示すフローチャートである
。
【図８】図１のデータセンターにおける図１の通信事業者交換機からの割り込みによる動
作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１　　携帯端末
２　　通信事業者交換機
３　　データセンター
４　　プロバイダ
５　　パソコン
６　　通信網
７　　ネットワーク
１１，３１，５１　　制御部
１２　　パネル部
１３，５３　　表示部
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１４，３２，５４　　送受信部
１５，３３，５５　　記憶部
１６　　音声入出力部
５２　　キーボード部
１００　　インターネット

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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